
 

議

案

第

十

八

号 

 
 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条 
 

 
 

 
 

 
例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

八

年

二

月

十

八

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条 
 

 
 

例 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十

五 

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

六

条

第

二

項

中

「

変

更

」

の

下

に

「

及

び

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

」

を

加

え

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

２ 

前

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

教

育

委

員

会

は

、

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十

六

号

）

第

十

条

の

規

定

に

よ

る

管

理

職

手

当

の

支

給

を

受

け

る

職

員

に

前

条

の

規

定

に

よ

り

週

休

日

と

さ

れ

た

日

に

お

い

て

特

に

勤

務

す

る

こ

と

を

命

ず

る

必

要

が

あ

る

場

合

に

は

、

教

育

委



 

員

会

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

勤

務

日

の

う

ち

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

期

間

内

に

あ

る

勤

務

日

の

勤

務

時

間

の

う

ち

一

時

間

を

単

位

と

す

る

勤

務

時

間

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

と

い

う

。

）

を

当

該

勤

務

日

に

割

り

振

る

こ

と

を

や

め

、

当

該

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

を

当

該

勤

務

す

る

こ

と

を

命

ず

る

必

要

が

あ

る

日

に

割

り

振

り

、

又

は

当

該

期

間

内

に

あ

る

一

の

勤

務

日

の

勤

務

時

間

の

う

ち

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

を

当

該

勤

務

日

に

割

り

振

る

こ

と

を

や

め

、

当

該

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

を

当

該

勤

務

す

る

こ

と

を

命

ず

る

必

要

が

あ

る

二

以

上

の

日

に

割

り

振

る

こ

と

（

次

項

に

お

い

て

こ

れ

ら

を

「

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

」

と

い

う

。

）

が

で

き

る

。 

 

第

九

条

中

「

及

び

第

六

条

第

一

項

」

を

「

並

び

に

第

六

条

第

一

項

及

び

第

二

項

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

幼

稚

園

教

育

職

員

の

管

理

職

員

が

週

休

日

に

勤

務

を

要

す

る

場

合

に

お

け

る

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

を

可

能

と

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 

」 


